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　厳しい寒さが和らぎ始める久万高原町では、₄月には中津の花桃（柳
谷地区）、₅月には岩黒山のアケボノツツジ（面河地区）、大川嶺のツル
ギミツバツツジ（美川地区）、₆月には町花ササユリ（久万地区）などが見
頃を迎え、春から初夏にかけ高原ならではの色とりどりの花たちが訪れ
る人の目を楽しませます。
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愛
媛
県
町
村
会
は
、
第
75
回
定
期
総
会

を
2
月
25
日（
金
）午
後
4
時
か
ら
、「
Ａ
Ｎ

Ａ
ク
ラ
ウ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
松
山
」で
、県

下
9
町
の
町
長
の
出
席
を
得
て
開
催
し
た
。

　

総
会
は
ま
ず
、
河
野
副
会
長
（
久
万
高

原
町
長
）
が
「
開
会
の
こ
と
ば
」
を
述
べ
、

続
い
て
佐
川
会
長
（
砥
部
町
長
）
か
ら
挨

拶
が
あ
っ
た
。

　

次
い
で
、
来
賓
と
し
て
、
中
村
愛
媛
県

知
事
、
中
畑
愛
媛
県
議
会
議
長
か
ら
祝
辞

を
頂
い
た
後
、
来
賓
紹
介
を
行
っ
た
。

　

こ
こ
で
総
会
を
暫
時
休
憩
し
、
佐
川
会

長
よ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
定
期
総
会
終

了
後
来
賓
の
皆
様
と
9
町
長
と
の
意
見
交

換
会
を
予
定
し
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
鑑
み
、
中
止
と

 
第
75
回
定
期
総
会
を
開
催

愛
媛
県
町
村
会　

⑵　

議
案
第
1
号　

令
和
4
年
度
本
会
事

業
計
画

⑶　

議
案
第
2
号　

令
和
4
年
度
本
会
会

費
の
分
賦
方
法

⑷　

議
案
第
3
号　

令
和
4
年
度
本
会
一

般
会
計
予
算

⑸　

議
案
第
4
号　

令
和
4
年
度
本
会
特

別
会
計
予
算

　
　

以
上
の
4
議
案
を
一
括
議
題
と
し
、

事
務
局
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
た
後
、

議
長
は
、
質
疑
の
有
無
及
び
採
決
に
つ

い
て
諮
っ
た
結
果
、
質
疑
、
異
議
い
ず

れ
も
な
く
、
議
案
第
1
号
か
ら
議
案
第

4
号
ま
で
の
4
議
案
は
、
原
案
の
と
お

り
承
認
さ
れ
た
。

　

以
上
で
議
事
を
終
了
し
、
最
後
に
河
野

副
会
長
が
「
閉
会
の
こ
と
ば
」
を
述
べ
、盛

会
裏
に
閉
会
し
た
。

し
た
た
め
、
中
村
愛
媛
県
知
事
、
中
畑
愛

媛
県
議
会
議
長
と
9
町
長
と
意
見
交
換
の

時
間
を
設
け
た
い
旨
の
提
案
が
あ
り
、
一

同
了
承
し
た
。

　

意
見
交
換
で
は
、
愛
媛
県
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
等
に
つ
い
て
意
見

交
換
を
行
っ
た
。

　

総
会
再
開
後
、
荒
木
全
国
町
村
会
長
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
披
露
並
び
に
祝
電
披
露

を
行
っ
た
。

　

続
い
て
、
令
和
4
年
1
月
27
日
の
全
国

町
村
会
理
事
会
で
自
治
功
労
者
と
し
て
表

彰
さ
れ
た
伊
予
郡
砥
部
町
の
佐
川
町
長
に

対
し
て
、
河
野
副
会
長
よ
り
表
彰
状
の
伝

達
を
行
っ
た
。

　

次
に
議
事
に
入
り
、
ま
ず
、
規
約
に
よ

り
佐
川
会
長
が
議
長
席
に
着
き
、
議
事
録

署
名
人
に
岡
本
松
前
町
長
、
兵
頭
鬼
北
町

長
を
指
名
し
、
次
の
と
お
り
議
事
を
進
行

し
た
。

⑴　

報
告
第
1
号　

令
和
3
年
会
務
報
告

　
　

議
長
は
、
内
容
を
説
明
し
、
全
員
異

議
な
く
了
承
し
た
。

中村愛媛県知事中畑愛媛県議会議長

自治功労者として表彰　佐川砥部町長　

あいさつをする佐川会長（砥部町長）
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あいさつをする佐川会長（砥部町長）

　

愛
媛
県
町
村
会
は
、
2
月
21
日（
月
）
午

後
1
時
30
分
か
ら
愛
媛
県
自
治
会
館
会
議

室
で
「
第
1
回
理
事
会
」
を
開
催
し
た
。

　

会
議
に
は
、会
長
の
佐
川
砥
部
町
長
、副

会
長
の
河
野
久
万
高
原
町
長
、
理
事
の
上

村
上
島
町
長
及
び
清
水
愛
南
町
長
が
出
席

し
た
。

【
第
１
回
理
事
会
】

₁　

開　

会

₂　

あ
い
さ
つ　

佐
川
会
長

₃　

議　

事

　

⑴　

議
案
第
1
号　

令
和
4
年
度
愛
媛

県
町
村
会
事
業
計
画

　

⑵　

議
案
第
2
号　

令
和
4
年
度
愛
媛

県
町
村
会
会
費
の
分
賦
方
法

　

⑶　

議
案
第
3
号　

令
和
4
年
度
愛
媛

県
町
村
会
一
般
会
計
予
算

　

⑷　

議
案
第
4
号　

令
和
4
年
度
愛
媛

県
町
村
会
特
別
会
計
予
算

　

⑸　

議
案
第
5
号　

令
和
4
年
度
全
国

町
村
職
員
生
活
協
同
組
合
愛
媛
県
支

部
予
算

　

⑹　

議
案
第
6
号　

愛
媛
県
町
村
会
全

員
連
絡
会
規
程
の
制
定
に
つ
い
て

　
　

議
案
第
1
号
か
ら
議
案
第
5
号
ま
で

の
5
議
案
は
関
連
す
る
た
め
、
一
括
し

て
審
議
す
る
こ
と
と
し
、
事
務
局
か
ら

説
明
を
行
っ
た
後
、
質
疑
の
有
無
及
び

採
決
に
つ
い
て
諮
っ
た
結
果
、質
疑
、異

第
１
回
理
事
会
を
開
催

愛
媛
県
町
村
会　

議
い
ず
れ
も
な
く
、
議
案
第
1
号
か
ら

議
案
第
5
号
は
原
案
の
と
お
り
決
定
し

た
。

　
　

な
お
、
議
案
第
1
号
、
第
2
号
、
第

3
号
及
び
第
4
号
の
4
議
案
に
つ
い
て

は
、
本
会
規
約
第
26
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
来
る
2
月
25
日
開
催
の
本
会
定
期

総
会
の
承
認
を
得
る
た
め
提
案
す
る
こ

と
と
し
た
。

　
　

議
案
第
6
号
に
つ
い
て
、
事
務
局
か

ら
説
明
し
原
案
の
と
お
り
決
定
し
た
。

₄　

そ
の
他

　

⑴　

愛
媛
県
町
村
会
第
75
回
定
期
総
会

に
つ
い
て

　

⑵　

愛
媛
県
市
町
各
種
事
業
総
合
協
議

会
の
役
員
任
期
満
了
に
つ
い
て

　
　

事
務
局
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
説

明
し
、
一
同
了
承
し
た
。

令和₄年度　愛媛県町村会事業計画
○　方　　針
　　令和₄年度は、本会規約第₃条「地方公共事務の円滑な運営と県内の町の振興
発展を図ることを目的とする。」を基本理念として、全町の振興発展に寄与するた
め、引き続き各種事業を積極的に展開する。

　　政府は、新型コロナウイルス対策と経済再生を喫緊かつ最優先の課題に掲げて
全力で取り組んでおり、県内各町においても、この国難を乗り越えるために懸命
に現場対応を続けている。

　　このような中、国と地方は、コロナ禍・コロナ後の社会を見据えながら、人口
減少・少子高齢化社会を克服し、「一億総活躍社会」の実現に必要となる各般の施
策を推進しなければならない。

　　この時にあたり、本会は決意を新たにしてその使命を深く自覚し、県内の₉町
が一丸となって“住民のための自治”の確立のため、新型コロナウイルス感染症
の各町への影響を注視し、下記事項を積極的に推進するよう努めるものとする。

記
○　主要事項
　⑴　県内₉町の連携強化　　⑵　国及び県に対する実行運動
　⑶　分権型社会の推進　　　⑷　職員等各種研修会の実施
　⑸　公有物件共済事業等への加入推進
　⑹　県内₉町への基礎自治体の施策に関する情報提供
　⑺　全国町村会・愛媛県及び県内11市等との連絡調整
主要事項の概要
₁　県内₉町の連携強化
　・理事会の開催　・全員連絡会の開催　・定期総会・臨時総会の開催
　・国内外の先進自治体視察研修会の実施　・副町長会の開催
　・総務課長会議の開催
₂　国及び県に対する臨機な実行運動
　・国の施策及び予算編成に関する要望
　・四国四県町村長大会決議事項の要望
　・全国町村長大会決議事項の要望
　・愛媛県、県市長会及び県町村議会議長会と連携した要望
　・その他町行財政推進に係る要望
₃　分権型社会の推進
　・税財源を伴った権限移譲等の推進
　・全国の町村と連携した分権型社会の推進
₄　職員等各種研修会の実施
　・新規採用・初級・中級・係長職員研修会（各町職員を対象）
　・法制執務研修会（〃）
　・管理職員に対する研修会
₅　公有物件共済事業等への加入推進
　・公有建物災害・自動車損害共済事業（市町等を対象）
　・総合賠償補償保険事業（〃）　・団体生命（弔慰金）事業（〃）
　・自治会活動保険事業（〃）　　・非常勤職員公務災害補償保険事業（〃）
　・災害対策費用保険事業（〃）
　・自治体委託業務等災害補償保険事業（〃）
　・全国町村職員生活協同組合事業（市町等職員を対象）
　　　火災共済・自動車共済・特定疾病保険・車両共済
　・全国町村等職員任意共済保険事業（〃）
　　　任意生命保険・任意医療保険・任意収入補償保険
　・全国町村等職員個人年金共済事業（〃）
₆　県内₉町への基礎自治体の施策に関する情報提供
　・町長等の給与ならびに議会議員各種委員等の報酬額の調査結果
　・基準財政需要額・基準財政収入額・財源不足額の調査結果
　・県関係の情報提供
　・全国町村会等からの情報収集と提供
　・町会報えひめの発行
　・本会ホームページの充実強化
₇　全国町村会等との連携、連絡調整
　・全国町村会、都道府県町村会、愛媛県、県市長会及び11市並びに県内関係団体

等との連携、連絡調整
₈　その他
　・本会内各種協議会に関する事務の推進
　　愛媛県市町各種事業総合協議会（愛媛県水道協会　愛媛県清掃事業協会　全国

山村振興連盟愛媛県支部　全国市町村水産業振興対策協議会愛媛県支部　愛媛
県ダム所在・発電関係市町協議会）　愛媛県人権協会　愛媛県過疎地域自立促進
協議会

　・軽自動車税課税事務に関する申告書受付に関する事務
　・町職員採用試験問題集に係る事務
　・会員のニーズに対応した諸事業の展開
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○
「
議
会
広
報
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
広
報

ク
リ
ニ
ッ
ク
」

　
　

エ
デ
ィ
タ
ー　
　

吉
村　
　

潔　

氏

○「
議
会
の“
見
え
る
化
”住
民
と
の
信
頼

築
く
―
議
会
広
報
の
基
本
と
編
集
―
」

　
　

議
会
広
報
サ
ポ
ー
タ
ー

�

　
　
　
　
　

芳
野　

政
明　

氏

○
「
住
民
読
者
の
視
点
に
た
っ
た
広
報
を

目
指
し
て
」

　
　

文
章
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
フ
ァ
ー
ム

　

未
來
交
創
代
表　

前
田　

安
正　

氏

○
「
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
視
点
：
閲
読
を
促
す

議
会
広
報
紙
か
？
」

　
　

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

�

　
　
　
　
　

長
岡　

光
弘　

氏

　

全
国
町
村
議
会
議
長
会
は
、
2
月
7
日

（
月
）に
W
e
b（
Z
o
o
m
）
会
議
に
て
町

村
議
会
の
制
度
・
運
営
に
関
す
る
検
討
委

員
会
を
開
催
し
、
本
会
か
ら
副
委
員
長
で

あ
る
原
田
会
長
（
愛
南
町
議
長
）
が
出
席

し
た
。

【
委
員
会
日
程
は
次
の
と
お
り
】

日
程
第
1　

報
告
第
1
号　

多
様
な
議
員

で
構
成
さ
れ
た
活
力
あ
る
地
方
議
会
を

目
指
す
全
国
大
会
（
三
議
長
会
主
催
）

日
程
第
2　

報
告
第
2
号　

地
方
議
会
の

位
置
付
け
を
明
確
に
規
定
す
る
地
方
自

治
法
の
改
正
等
の
早
期
実
現
を
求
め
る

決
議

日
程
第
3　

報
告
第
3
号　

議
員
報
酬
の

見
直
し
及
び
政
務
活
動
費
の
活
用
に
関

す
る
研
究

日
程
第
4　

議
案
第
1
号　

委
員
会
を
オ

ン
ラ
イ
ン
開
催
す
る
場
合
の
委
員
会
条

例
の
改
正

　

報
告
第
1
号
と
し
て
、
令
和
3
年
11
月

24
日
に
開
催
し
た
多
様
な
議
員
で
構
成
さ

れ
た
活
力
あ
る
地
方
議
会
を
目
指
す
全
国

大
会
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

報
告
第
2
号
と
し
て
、
令
和
4
年
1
月

14
日
、
全
国
町
村
議
会
議
長
会
の
南
雲
正

会
長（
新
潟
県
湯
沢
町
議
会
議
長
）は
、「
地

方
議
会
の
位
置
付
け
を
明
確
に
規
定
す
る

地
方
自
治
法
の
改
正
等
の
早
期
実
現
を
求

め
る
決
議
」
の
実
現
を
図
る
た
め
、
石
田

真
敏
自
由
民
主
党
総
務
部
会
「
地
方
議
会

の
課
題
に
関
す
る
P
T
」
座
長
、
橘
慶
一

郎
自
由
民
主
党
総
務
部
会
「
地
方
議
会
の

課
題
に
関
す
る
P
T
」
幹
事
長
、
吉
川
浩

民
総
務
省
自
治
行
政
局
長
に
対
し
要
請
活

動
を
行
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

報
告
第
3
号
に
つ
い
て
、
全
国
会
で
は
、

議
員
の
な
り
手
不
足
問
題
に
つ
い
て
、
そ

の
原
因
の
一
つ
が
町
村
議
会
議
員
の
低
額

な
議
員
報
酬
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、平
成
29
年
4
月
に「
町
村
議
会
議
員

の
議
員
報
酬
等
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
」

を
設
置
し
、
平
成
31
年
3
月
に
報
告
書
を

と
り
ま
と
め
、
各
町
村
議
会
に
議
員
報
酬

や
政
務
活
動
費
等
を
め
ぐ
る
議
論
の
考
え

方
を
提
示
し
た
。

　

平
成
31
年
3
月
の
報
告
書
を
基
礎
と
し

て
、
町
村
議
会
の
動
向
を
踏
ま
え
た
検
証

を
行
う
と
と
も
に
、
議
員
報
酬
の
見
直
し

や
政
務
活
動
費
の
活
用
に
向
け
た
実
践
例

全
国
町
村
議
会
議
長
会
町
村
議
会
の

制
度
・
運
営
に
関
す
る
検
討
委
員
会

令
和
３
年
度
町
村
議
会

広
報
ク
リ
ニ
ッ
ク

　

全
国
町
村
議
会
議
長
会
主
催
に
よ
る
令

和
3
年
度
町
村
議
会
広
報
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
、

令
和
4
年
2
月
1
日（
火
）か
ら
令
和
4
年

4
月
30
日（
土
）ま
で
の
期
間
限
定
で
、
全

国
町
村
議
会
議
長
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
研
修

会
動
画
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

演
題
及
び
講
師
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
。

や
考
え
方
な
ど
今
後
の
あ
る
べ
き
姿
を
提

示
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
令
和
3
年
4
月

に
大
正
大
学
社
会
共
生
学
部
の
江
藤
俊
昭

教
授
に
研
究
を
委
託
し
た
。

　

当
研
究
の
成
果
は
、
令
和
4
年
2
月
に

報
告
書
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
各
町
村
議

会
に
頒
布
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。

　

議
案
第
１
号　

委
員
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン

開
催
す
る
場
合
の
委
員
会
条
例
の
改
正
に

つ
い
て
、
事
務
局
か
ら
説
明
が
あ
り
、
一

同
了
承
し
た
。
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愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合（
組
合
長
・

佐
川
秀
紀
砥
部
町
長
）は
、2
月
17
日（
木
）

午
前
11
時
か
ら
「
愛
媛
県
自
治
会
館
」
に

お
い
て
令
和
4
年
第
1
回
定
例
会
を
開
催

し
た
。

　

出
席
者
は
、
佐
川
組
合
長
・
二
宮
副
組

合
長
（
大
洲
市
長
）・
管
家
西
予
市
長
・
高

門
伊
方
町
長
・
加
藤
東
温
市
長
・
河
野
久

万
高
原
町
長
・
原
田
愛
南
町
議
会
議
長
の

各
議
員
。

　

組
合
議
会
は
原
田
議
長
の
議
事
進
行
に

よ
り
、
会
議
録
署
名
議
員
に
加
藤
議
員
及

び
河
野
議
員
の
両
名
を
指
名
し
、
本
定
例

会
の
会
期
を
1
日
限
り
と
決
定
。

　

議
事
に
入
り
、
次
の
各
議
案
に
つ
い
て

渡
部
事
務
局
長
か
ら
説
明
が
行
わ
れ
、
い

ず
れ
も
承
認
及
び
議
決
さ
れ
た
。

　

な
お
、
予
算
は
令
和
4
年
度
よ
り
こ
れ

ま
で
の
一
般
会
計
一
括
か
ら
各
事
業
毎
に

特
別
会
計
を
設
け
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

■
議　

事

議
案
第
1
号

　
　

専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て
（
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
）

議
案
第
2
号

　
　

令
和
3
年
度
本
組
合
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
1
号
）
に
つ
い
て

議
案
第
3
号

　
　

愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
新
会
館

建
設
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

議
案
第
4
号

　
　

愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
特
別
会

計
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
5
号

　
　

愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
退
職
手

当
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
案
第
6
号

　
　

愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
会
館
財

政
調
整
基
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
議
案
第
7
号

　
　

愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
消
防
負

担
金
の
負
担
方
法
に
つ
い
て

議
案
第
8
号

　
　

令
和
4
年
度
本
組
合
一
般
会
計
予
算

に
つ
い
て

議
案
第
9
号

　
　

令
和
4
年
度
本
組
合
退
職
手
当
事
業

特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
10
号

　
　

令
和
4
年
度
本
組
合
消
防
補
償
事
業

特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
11
号

　
　

令
和
4
年
度
本
組
合
交
通
災
害
事
業

特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
12
号

　
　

令
和
4
年
度
本
組
合
議
員
公
務
災
害

事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

■
追
加
議
事

議
案
第
13
号

　
　

愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
消
防
団

員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

令
和
４
年
度
一
般
会
計
予
算
決
定

県
市
町
総
合
事
務
組
合　

令和４年度 消防補償事業特別会計歳入歳出予算
（歳　入）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　負担金 291,514
１　負担金 291,514

２　消防基金支出金 289,251
１　消防基金支出金 289,251

３　財産収入 20
１　財産運用収入 20

４　繰入金 2
１　繰入金 2

５　繰越金 3,000
１　繰越金 3,000

６　諸収入 3
１　預金利子 2
２　雑入 1
歳　入　合　計 583,790

（歳　出）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　総務費 1,070
１　総務管理費 940
２　審査会費 130

２　事業費 563,407
１　事業費 563,407

３　諸支出金 18,720
１　諸支出金 18,720

４　予備費 593
１　予備費 593
歳　出　合　計 583,790

令和４年度 退職手当事業特別会計歳入歳出予算
（歳　入）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　負担金 4,418,220
１　負担金 4,418,220

２　財産収入 6,750
１　財産運用収入 6,750

３　繰入金 4,000,001
１　繰入金 4,000,001

４　繰越金 300,000
１　繰越金 300,000

５　諸収入 19
１　預金利子 18
２　雑入 1
歳　入　合　計 8,724,990

（歳　出）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　総務費 4,650
１　総務管理費 4,550
２　審査会費 100

２　事業費 4,423,060
１　事業費 4,423,060

３　公債費 1
１　公債費 1

４　諸支出金 3,932,370
１　諸支出金 3,932,370

５　予備費 364,909
１　予備費 364,909
歳　出　合　計 8,724,990

令和４年度 一般会計歳入歳出予算
（歳　入）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　使用料 19,492
１　会館使用料 19,492

２　財産収入 17
１　財産運用収入 17

３　繰入金 56,490
１　繰入金 56,490

４　繰越金 2,500
１　繰越金 2,500

５　諸収入 43,241
１　預金利子 1
２　団体支出金 37,629
３　雑入 5,611
歳　入　合　計 121,740

（歳　出）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　議会費 370
１　議会費 370

２　総務費 99,513
１　総務管理費 89,342
２　監査委員費 80
３　会館管理費 10,091

３　諸支出金 21,000
１　基金積立金 21,000

４　予備費 857
１　予備費 857
歳　出　合　計 121,740
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分
配
・
格
差
是
正

　

愛
媛
・
伊
予
路
に
春
の
訪
れ
を
い
ち
早

く
知
ら
せ
る
松
山
の
「
椿
さ
ん
」（
伊
予
豆

比
古
命
神
社
・
椿
神
社
）、
今
年
は
2
月
3

日
が
初
日
。
愛
媛
の
三
大
ま
つ
り
の
一
つ
で

県
内
各
地
か
ら
参
詣
が
あ
り
、松
山
の
「
椿

ま
つ
り
」
と
し
て
有
名
で
あ
る
。今
年
も
昨

年
に
続
き
コ
ロ
ナ
禍
の“
密
を
避
け
る
”、た

め
神
輿
も
出
ず
。
い
つ
も
な
ら
参
拝
者
の

人
・
人
が
列
を
な
し
参
道
を
埋
め
つ
く
し
、

沿
道
の
両
脇
に
連
な
る
露
天
商
の
縁
起
物

や
名
物
の
お
た
や
ん
飴
を
売
る
掛
け
声
が

飛
び
交
い
、
た
い
へ
ん
賑
や
か
で
あ
る
は
ず

が
、
物
静
か
な
「
椿
さ
ん
」
と
な
っ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
、四
季
を

通
じ
執
り
行
わ
れ
る
各
地
の
古
式
豊
か
な

一

筆

２
月
の
会
と
催
し

▽
7
日
＝
町
村
議
会
の
制
度
・
運
営
に
関

す
る
検
討
委
員
会
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

▽
10
日
＝
全
国
簡
易
水
道
協
議
会
令
和
3

年
度
第
2
回
事
務
局
長
会
議
（
Ｗ
ｅ
ｂ

会
議
）

▽
16
日
＝
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
愛
顔
の
え
ひ

め
2
0
2
3
第
2
回
総
務
・
企
画
専
門

委
員
会
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

▽
17
日
＝
愛
媛
県
国
保
連
合
会
国
へ
の
財

政
支
援
に
関
す
る
要
望
に
つ
い
て
両
会

長
へ
の
協
力
要
請
、
令
和
4
年
度
第
1

回
愛
媛
県
市
町
総
合
事
務
組
合
議
会
定

例
会

▽
21
日
＝
愛
媛
県
町
村
会
令
和
3
年
度
第

1
回
理
事
会

▽
22
日
＝
愛
媛
県
人
権
協
会
会
計
監
査

▽
24
日
＝
愛
媛
県
過
疎
地
域
自
立
促
進
協

議
会
会
計
監
査
、
愛
媛
県
市
町
各
種
事

業
総
合
協
議
会
会
計
監
査

▽
25
日
＝
愛
媛
県
町
村
会
第
75
回
定
期
総

会

伝
統
行
事
は
、
ほ
と
ん
ど
が
中
止
。
特
に

“
ま
つ
り
”
は
、
昔
か
ら
人
々
の
ス
ト
レ
ス

の
捌
け
口
の
一
つ
で
あ
っ
た
ろ
う
に
…
。

　

さ
て
、コ
ロ
ナ
出
現
に
よ
っ
て
世
界
的
に

そ
の
経
済
事
情
は
暗
い
。
だ
が
“
ふ
と
こ

ろ
”
を
大
き
く
し
て
い
る
者
も
少
な
く
な

い
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
世
界
的

に
富
裕
層
と
貧
困
層
と
の
格
差
が
一
段
と

広
が
っ
た
と
も
云
わ
れ
る
。

　

世
界
全
体
の
個
人
資
産
約
83
％
を
世
界

の
成
人
人
口
上
位
1
％
（
約
5
1
0
0
万

人
）
の
富
裕
層
が
占
め
、
下
位
50
％
（
約

25
億
人
）
の
資
産
は
、
全
体
の
2
％
で
あ

る
と
の
こ
と
（
世
界
不
平
等
研
究
所
が
報

告
）。
さ
ら
に
富
裕
層
の
資
産
は
、
コ
ロ
ナ

の
影
響
に
よ
り
増
し
、
世
界
の
富
豪
10
人

の
資
産
は
倍
増
し
た
と
の
こ
と
。
か
た
や

1
億
6
千
万
人
が
、
新
た
に
貧
困
層
に

入
っ
た
と
も
国
際
非
政
府
組
織
オ
ッ
ク
ス

フ
ァ
ム
が
報
告
す
る
。

　

途
上
国
や
紛
争
地
域
か
ら
逃
れ
た
避
難

民
ら
の
日
常
は
、
困
窮
に
追
わ
れ
、
加
え

て
医
療
や
食
料
不
足
に
よ
る
飢
餓
状
態
へ
、

見
放
さ
れ
た
そ
の
窮
状
は
、
猶
予
の
な
い

貧
困
生
活
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
1

日
1
・
9
ド
ル
未
満
で
暮
ら
す
貧
困
層
は
、

8
億
7
6
0
0
万
人
。
富
豪
10
人
が
コ
ロ

ナ
禍
で
得
た
資
産
に
1
回
だ
け
99
％
の
税

を
課
せ
ば
、
世
界
の
ワ
ク
チ
ン
代
を
賄
え

る
と
も
聞
く
。

　

先
に
国
際
共
通
の
最
低
法
人
税
率
が
創

設
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
は
如
何
に
…
。他

人
の
財
布
を
と
や
か
く
云
う
筋
合
い
は
な

い
が
、富
豪
10
人
は
じ
め
富
裕
層
に
は
、共

存
す
る
周
り
の
現
実
を
改
め
て
視
て
ほ
し

い
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
我
が
国
の
各
分
野
に
お
け
る
格

令和４年度 議員公務災害事業特別会計歳入歳出予算
（歳　入）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　負担金 244
１　負担金 244

２　議員連合会支出金 1,000
１　議員連合会支出金 1,000

３　財産収入 1
１　財産運用収入 1

４　繰入金 63
１　繰入金 63

５　繰越金 300
１　繰越金 300

６　諸収入 2
１　預金利子 1
２　雑入 1
歳　入　合　計 1,610

（歳　出）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　総務費 240
１　総務管理費 150
２　認定委員会 50
３　審査会費 40

２　事業費 1,306
１　事業費 1,306

３　諸支出金 45
１　諸支出金 45

４　予備費 19
１　予備費 19
歳　出　合　計 1,610

令和４年度 交通災害事業特別会計歳入歳出予算
（歳　入）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　掛金 22,109
１　掛金 22,109

２　財産収入 27
１　財産運用収入 27

３　繰入金 2
１　繰入金 2

４　繰越金 2,000
１　繰越金 2,000

５　諸収入 2
１　預金利子 1
２　雑入 1
歳　入　合　計 24,140

（歳　出）	 （単位：千円）

款 本年度予算額
項

１　総務費 1,630
１　総務管理費 1,500
２　審査会費 130

２　事業費 12,520
１　事業費 12,520

３　諸支出金 9,855
１　諸支出金 9,855

４　予備費 135
１　予備費 135
歳　出　合　計 24,140

差
は
、
如
何
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
各
地
で

貧
困
に
対
処
し
た
「
こ
ど
も
食
堂
」
が
多

く
存
在
し
、
必
要
不
可
欠
な
存
在
に
あ
る

現
実
。
コ
ロ
ナ
の
影
響
の
み
で
は
な
い
が
、

今
、
世
間
の
日
常
生
活
に
ほ
こ
ろ
び
が
出

て
来
て
い
る
。
昨
今
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数
が
大

き
く
な
っ
て
来
つ
つ
あ
る
の
も
事
実
。

　
「
成
長
と
分
配
」
に
繋
が
る
べ
く
、
経
済

活
動
を
各
分
野
で
展
開
願
い
た
い
。
今
日

社
会
は
、
公
平
な
分
配
・
格
差
是
正
が
、
強

く
求
め
ら
れ
て
い
る
…

�

　
　
　
（
Ｔ
）

 

「
金
は
、
堆
肥
に
似
て
い
る
。
散
布
さ
れ
な

い
限
り
、
役
に
立
た
な
い
。」

�

　
（
ベ
ー
コ
ン　

英
国
の
哲
学
者
）
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サ
イ
バ
ー
保
険
と
は

対
象
事
由

概
要

①
サ
イ
バ
ー
攻
撃

不
正
ア
ク
セ
ス
、
D
o
s
攻
撃
、
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
・
破
壊
・
ラ
ム
サ
ム
ウ
ェ
ア
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
攻
撃

②
情
報
漏
え
い
・
お
そ
れ

業
務
に
お
け
る
情
報
漏
え
い
お
よ
び
そ
の
お
そ
れ

③
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
不
当
事
由

デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の
使
用
の
結
果
生
じ
た
名
誉
棄
損
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
、
著
作
権
侵
害
な
ど

④
Ｉ
Ｔ
ユ
ー
ザ
ー
業
務

上
記
以
外
の
業
務
の
一
環
と
し
て
の
シ
ス
テ
ム
の
所
有
、
使
用
、
管
理
に
よ
る
偶
然
な
事
由

サ
イ
バ
ー
保
険
と
個
人
情
報
漏
え
い
保
険
の
対
象
事
由
の
違
い
に
つ
い
て

情報漏えい

個人･企業

サイバー攻撃

デジタルコンテンツ

不当事由

ＩＴユーザー業務

サ
イ
バ
ー
攻
撃
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
イ
ン
シ
デ
ン
ト
に
対
す
る
備
え
は
万
全
で
す
か
？

全
国
町
村
会
総
合
賠
償
補
償
保
険
制
度

「
サ
イ
バ
ー
保
険
」
の
ご
案
内

令
和
4
年
度
か
ら

特
約
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

と
し
て
導
入
し
ま
す
。

緊
急
時
サ
ポ
ー
ト

総
合
サ
ー
ビ
ス

事
故
発
生
時
の

各
種
対
応
費
用

第
三
者
に
対
す
る

賠
償
責
任

サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る

シ
ス
テ
ム
の
機
能
停
止

や
情
報
漏
え
い
の
発
生

に
よ
っ
て
、
住
民
や
企

業
に
損
害
を
与
え
、
賠

償
責
任
を
負
っ
た
。

【
損
害
賠
償
金
】
【
争
訟
費
用
】
等

緊
急
時
サ
ポ
ー
ト
総
合

サ
ー
ビ
ス
は
、
サ
イ

バ
ー
保
険
に
自
動
セ
ッ

ト
さ
れ
ま
す
。
個
人
情

報
漏
え
い
保
険
に
こ
の

サ
ー
ビ
ス
は
あ
り
ま
せ

ん
。

事
故
原
因
を
調
査
し
、

影
響
範
囲
の
特
定
や
損

害
の
拡
大
防
止
、
被
害

者
対
応
な
ど
に
関
す
る

費
用
が
発
生
し
た
。

【
原
因
調
査
費
用
】
【
見
舞
費
用
】

【
信
頼
回
復
費
用
】
【
デ
ー
タ
復
旧
費
用
】
等

サ
イ
バ
ー
攻
撃
な
ど
に
よ
る
情
報
漏
え
い
に
よ
っ
て
、

当
該
事
故
の
公
表
や
本
人
へ
の
謝
罪
等
の
対
応
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
緊
急
時
に
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
か

つ
総
合
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
故
が
発
生
し
た
際
に
は
ト
ー
タ
ル
で
サ
ポ
ー
ト

H
P
が
改
ざ
ん
さ
れ
、

ア
ク
セ
ス
し
た
住
民

が
詐
欺
サ
イ
ト
へ

誘
導
さ
れ
た

サ
イ
バ
ー
攻
撃

で
ご
み
処
理
施

設
が
爆
発

H
P
・
運
営
サ
イ
ト
に
掲
載

し
た
内
容
で
名
誉
棄
損
や

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
、

著
作
権
侵
害
が
発
生

企
業
情
報
の

漏
え
い
も
対
象

シ
ス
テ
ム
停
止
。

広
範
囲
で
業
務
が

出
来
な
く
な
り
、

住
民
・
企
業
に
経

済
的
影
響
が
発
生

シ
ス
テ
ム
へ
の
接
続
ル
ー

ル
を
逸
脱
し
て
接
続
。

他
町
村
も
使
用
す
る
ク
ラ

ウ
ド
シ
ス
テ
ム
が
停
止

情報漏えい

個人

サイバー攻撃

デジタルコンテンツ

不当事由

ＩＴユーザー業務

サ
イ
バ
ー
保
険
は
、
町
村
等
に
お
い
て
サ
イ
バ
ー
攻
撃
や
情
報
漏
え
い
、
シ
ス
テ
ム
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
誤
り
や
停
止
、
職
員
の

犯
罪
行
為
な
ど
に
関
連
し
て
発
生
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
故
に
対
し
て
、
３
つ
の
補
償
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

補
償
が
あ
り
ま
せ
ん
！
！

個
人
情
報
漏
え
い
保
険

サ
イ
バ
ー
保
険

保
険
対
象
と

な
る
事
由
が

拡
充
し
ま
す
。

お
問

合
せ

先

サ
イ

バ
ー

保
険

と
個

人
情

報
漏

え
い

保
険

の
各

種
対

応
費

用
の

違
い

に
つ

い
て

引
受

幹
事

保
険

会
社

損
害

保
険

ジ
ャ

パ
ン

株
式

会
社

団
体

・
公

務
開

発
部

第
三

課
（

担
当

伊
東

・
吉

岡
）

〒
1

6
0

-
8

3
3

8
東

京
都

新
宿

区
西

新
宿

1
-
2

6
-1

T
E

L
0

3
-
3

3
4

9
-
5

4
0

8
 （

受
付

時
間

：
平

日
の

午
前

9
時

か
ら

午
後

5
時

ま
で

）

取
扱

代
理

店
株

式
会

社
千

里
〒

1
0

0
-
0

0
1

4
東

京
都

永
田

町
1

-
1

1
-
3

2
全

国
町

村
会

館
西

館
内

T
E

L
0

3
-
5

5
1

2
-
4

7
5

0
 （

受
付

時
間

：
平

日
の

午
前

9
時

半
か

ら
午

後
5

時
ま

で
）

保
険

金
額

・
保

険
料

分
担

金
率

緊
急

時
サ

ポ
ー

ト
総

合
サ

ー
ビ

ス

サ
イ

バ
ー

保
険

を
オ

プ
シ

ョ
ン

と
し

て
付

帯
し

た
場

合
に

は
、

個
人

情
報

漏
え

い
保

険
が

サ
イ

バ
ー

保
険

に
切

り
替

わ
り

ま
す

。
付

帯
は

任
意

で
す

。

内
容

差
異

個
人

情
報

漏
え

い
保

険
サ

イ
バ

ー
保

険

原
因

調
査

費
用

、
損

害
拡

大
防

止
費

用
、

謝
罪

文
書

作
成

費
用

、
会

見
等

対
応

費
用

弁
護

士
相

談
費

用
、

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

費
用

な
ど

○
対

象
○対
象

臨
時

雇
用

、
現

場
保

存
・

記
録

費
用

、
再

発
防

止
費

用
、

デ
ー

タ
復

旧
費

用
、

情
報

機
器

修
理

費
用

、
不

正
使

用
監

視
費

用
、

法
令

等
対

応
費

用
、

遮
断

対
応

費
用

な
ど

★
×

対
象

外
○対
象

個
人

見
舞

費
用

★
△

見
舞

金
は

対
象

外
○

法
人

見
舞

費
用

★
×

対
象

外
○

緊
急

時
サ

ポ
ー

ト
総

合
サ

ー
ビ

ス
は

、
サ

イ
バ

ー
保

険
に

自
動

で
セ

ッ
ト

さ
れ

ま
す

。
情

報
漏

え
い

な
ど

に
よ

っ
て

、
事

故
の

公
表

や
本

人
へ

の
謝

罪
等

の
対

応
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
緊

急
時

に
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
か

つ
総

合
的

に
サ

ポ
ー

ト
す

る
こ

と
も

で
き

ま
す

。

サ
イ

バ
ー

保
険

は
、

個
人

情
報

漏
え

い
保

険
と

比
べ

事
故

発
生

時
の

各
種

対
応

費
用

も
拡

充
さ

れ
ま

す
。

S
J
2

1
-
1

0
3

6
2

2
0

2
1

/
1

1
/
２

５

こ
の
ご
案
内
は
、
概
要
を
説
明
し
た
も
の
で
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
取
扱
代
理
店
ま
た
は
損
保
ジ
ャ
パ
ン
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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